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地方自治法（抜粋） 

 

（公の施設） 

第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するた

めの施設（これを公の施設という。）を設けるものとする。 

２ 普通地方公共団体（次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。）は、正当

な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 

３ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをして

はならない。 

 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるもの

を除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならな

い。 

２ 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものにつ

いて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会

において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。 

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めると

きは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定す

るもの（以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。）に、当該公の施設

の管理を行わせることができる。 

４ 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲そ

の他必要な事項を定めるものとする。 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方

公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７ 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成

し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。 

８ 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係

る料金（次項において「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させることが

できる。 

９ 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定める

ところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじ

め当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。 

１０ 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期す

るため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地につい

て調査し、又は必要な指示をすることができる。 

１１ 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者によ

る管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて



管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

 

（公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用） 

第二百四十四条の三 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団

体との協議により、公の施設を設けることができる。 

２ 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の

公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。 

３ 前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

 

（公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求） 

第二百四十四条の四 普通地方公共団体の長以外の機関（指定管理者を含む。）がした公の施設を

利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級

行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 

２ 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求がされ

た場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審

査請求に対する裁決をしなければならない。 

３ 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 

４ 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したと

きは、その旨を議会に報告しなければならない。 

  



○北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例（抄） 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、社会福祉施設の設置及び管理に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において「社会福祉施設」とは、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２

条第１項に規定する社会福祉事業のための施設その他これに準ずる施設をいう。 

（設置） 

第３条 市は、別表第１のとおり社会福祉施設を設置する。 

（使用又は利用の許可） 

第３条の２ 社会福祉施設を使用又は利用しようとする者は、あらかじめ市長（地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」と

いう。）に使用又は利用の許可を行わせる社会福祉施設にあっては、指定管理者。以下この条及

び次条において同じ。）の許可を受けなければならない。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。 

（１） 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

（２） 社会福祉施設の設置の目的に反するとき。 

（３） 社会福祉施設を損傷するおそれがあると認められるとき。 

（４） 前３号に掲げる場合のほか、社会福祉施設の管理上支障があると認められるとき。 

（使用又は利用の許可の取消し等） 

第３条の３ 市長は、前条第１項の許可に係る使用又は利用が次の各号のいずれかに該当すると

きは、使用若しくは利用の許可を取り消し、使用若しくは利用を制限し、又は使用若しくは利

用の停止を命ずることができる。 

（１） 前条第２項各号のいずれかに該当するとき。 

（２） この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し、又は関係職員の指示に従わなかった

とき。 

（３） 詐欺その他不正の行為により使用又は利用の許可を受けたとき。 

（使用料及び手数料） 

第４条 市は、別表第２の左欄に掲げる社会福祉施設の使用につき、同表の中欄及び右欄に定め

る使用料を徴収する。 

２ 市は、別表第３の左欄に掲げる社会福祉施設に関する事務で特定の者のためにするものにつ

き、同表の中欄に定める手数料を徴収する。 

（使用料及び手数料の減免） 

第５条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料又は手数料を減免するこ

とができる。 

（利用料金） 

第６条 別表第４の左欄に掲げる社会福祉施設を利用しようとする者（児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第２１条の６の措置、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１０条の



４第１項第２号の措置、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１８条第１項又は

第２項の措置及び知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の４又は第１６条第

１項の措置に係る者を除く。）は、当該社会福祉施設の利用に係る料金（以下「利用料金」とい

う。）を当該社会福祉施設に係る指定管理者に支払わなければならない。 

２ 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。 

３ 利用料金の額は、別表第４の中欄及び右欄に定める額の範囲内において、指定管理者が市長

の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。 

（利用料金の減免） 

第７条 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免することができ

る。 

（使用又は利用の制限等） 

第８条 市長は、社会福祉施設の使用者又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、そ

の使用又は利用を拒み、若しくは制限し、又は施設からの退去を命ずることができる。 

（１） 詐欺その他不正な手段により使用し、又は利用したとき。 

（２） この条例若しくはこの条例に基づく規則若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はこ

れらに基づく関係職員の指示に従わなかったとき。 

（３） その他施設の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

（指定管理者） 

第９条 市長は、社会福祉施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、

当該社会福祉施設の管理を指定管理者に行わせることができる。 

（指定管理者の指定の手続） 

第９条の２ 指定管理者の指定を受けようとするものは、市長が別に定める申請書に当該社会福

祉施設の管理に関する事業計画書その他規則で定める書類を添えて市長に申請しなければなら

ない。 

２ 障害児入所施設、児童発達支援センター及び障害者地域活動センター（入所の機能を有する

ものに限る。）の指定管理者の指定に係る前項に規定する申請については、市長が当該施設の運

営の方法、指定管理者に行わせる業務の内容等を勘案して特に必要があると認めるときは、市

長が適当と認めたものに限り、当該申請をすることができる。 

３ 第１項に規定する申請があったときは、市長は、事業計画書の内容、事業計画書に従い当該

社会福祉施設の管理を安定して行う能力等を審査の上、最も適当であると認めたものを指定管

理者として指定する。 

（指定管理者が行う業務） 

第９条の３ 指定管理者が行う社会福祉施設の管理の業務は、次のとおりとする。 

（１） 社会福祉施設の維持管理に関すること。 

（２） 社会福祉施設の使用又は利用の許可に関すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第９条の４ 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところ

に従い、社会福祉施設の管理を行わなければならない。 



（指定管理者の秘密保持義務） 

第９条の５ 指定管理者の役員若しくは職員若しくはその構成員又はこれらの者であった者は、

社会福祉施設の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は当該施設の管理の業務以外の目的の

ために使用してはならない。 

（指定管理者の指定の取消し等に伴う管理の業務等の特例） 

第９条の６ 市は、管理を指定管理者に行わせる社会福祉施設について、地方自治法第２４４条

の２第１１項の規定により指定管理者の指定の取消し又は期間を定めた管理の業務の全部若し

くは一部の停止の命令（以下「指定の取消し等」という。）を行ったときは、当該指定の取消し

の日から当該社会福祉施設の管理を新たな指定管理者に行わせる日の前日までの期間又は当該

停止の命令を行った期間、当該社会福祉施設の管理の全部又は一部を自ら行うものとする。 

２ 前項の場合において、当該指定の取消し等の日前に当該指定の取消し等を受けた指定管理者

に対して行われ、又は当該指定管理者が行った当該日以後の使用又は利用に係る申請、許可、

利用料金の納入その他の行為は、当該日以後の使用に係る申請、許可、使用料の納入その他の

行為として市長に対して行われ、又は市長が行った行為とみなす。 

３ 第１項の場合において、当該社会福祉施設が別表第４の左欄に掲げる社会福祉施設であると

きは、市は、当該社会福祉施設の使用につき、第６条の規定にかかわらず、当該指定の取消し

等を受けた指定管理者が同条第３項の規定により定め、又は変更した利用料金の額に相当する

額の使用料を徴収する。 

４ 別表第４の規定は、前項の使用料について準用する。 

（委任） 

第１０条 この条例に規定するもののほか、社会福祉施設の管理に関し必要な事項は、市長が定

める。 

（罰則） 

第１１条 詐欺その他不正の行為により、使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免

れた金額の５倍に相当する金額以下の過料に処する。 

  



○北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、別に定めがあるもののほか、社会福祉施設の管理に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（利用料金の額の承認の告示） 

第５条 市長は、条例第６条第３項の承認を行ったときは、速やかにその旨及びその内容を告示

するものとする。 

（指定管理者に管理を行わせようとする施設等の公表） 

第６条 市長は、社会福祉施設について指定管理者を指定しようとするときは、管理を行わせよ

うとする施設、申請の受付場所及び受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しなければな

らない。ただし、条例第９条の２第２項の場合においては、この限りでない。 

（指定管理者の指定の申請の添付書類） 

第７条 条例第９条の２第１項の規則で定める書類は、次のとおりとする。 

（１） 定款又はこれに準ずるものの謄本 

（２） 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における収支決算書 

（３） 現に行っている事業の内容及び実績を記載した書類 

（４） 事業計画書に係る収支見積書 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（指定管理者の指定の告示） 

第８条 市長は、社会福祉施設について指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものと

する。 

（指定管理者の事業報告） 

第９条 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する社会福祉施設の管理の業務に関し事業報告

書を作成し、５月３１日までに市長に提出しなければならない。 

（雑則） 

第１０条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

  



○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

 

（定義） 

第四条 この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知

的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律第五条第一項に規定する精神障害者（発達障害者支援法（平成十六年法律第百六

十七号）第二条第二項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除

く。以下「精神障害者」という。）のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない

疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度

である者であって十八歳以上であるものをいう。 

２ この法律において「障害児」とは、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児をいう。 

３ この法律において「保護者」とは、児童福祉法第六条に規定する保護者をいう。 

４ この法律において「障害支援区分」とは、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態

に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして主務省令で定める区分を

いう。 

 

第五条 この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動

援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労

選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助をい

い、「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サービス（障害者支援施設、独立行政法人国立重

度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成十四年法律第百六十七号）第十一条第一号の規定に

より独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設（以下「のぞみの園」

という。）その他主務省令で定める施設において行われる施設障害福祉サービス（施設入所支援

及び主務省令で定める障害福祉サービスをいう。以下同じ。）を除く。）を行う事業をいう。 

２ この法律において「居宅介護」とは、障害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事

の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。 

３ この法律において「重度訪問介護」とは、重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時

介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、居宅又はこれに相当する場所として主

務省令で定める場所における入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜及び

外出時における移動中の介護を総合的に供与することをいう。 

４ この法律において「同行援護」とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等

につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移

動の援護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。 

５ この法律において「行動援護」とは、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有す

る障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険

を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護その他の主務省令で定める便宜を

供与することをいう。 

６ この法律において「療養介護」とは、医療を要する障害者であって常時介護を要するものと

して主務省令で定めるものにつき、主として昼間において、病院その他の主務省令で定める施



設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生

活上の世話の供与をいい、「療養介護医療」とは、療養介護のうち医療に係るものをいう。 

７ この法律において「生活介護」とは、常時介護を要する障害者として主務省令で定める者に

つき、主として昼間において、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設において行われ

る入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の主務省令で定

める便宜を供与することをいう。 

８ この法律において「短期入所」とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由に

より、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等

につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定

める便宜を供与することをいう。 

９ この法律において「重度障害者等包括支援」とは、常時介護を要する障害者等であって、そ

の介護の必要の程度が著しく高いものとして主務省令で定めるものにつき、居宅介護その他の

主務省令で定める障害福祉サービスを包括的に提供することをいう。 

１０ この法律において「施設入所支援」とは、その施設に入所する障害者につき、主として夜

間において、入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをい

う。 

１１ この法律において「障害者支援施設」とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、

施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設（のぞみの園及び第一項の主務省令で定

める施設を除く。）をいう。 

１２ この法律において「自立訓練」とは、障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう、主務省令で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために

必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。 

１３ この法律において「就労選択支援」とは、就労を希望する障害者又は就労の継続を希望す

る障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用

されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするものとして主務省令

で定める者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、

知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の主務省令

で定める事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、適切

な支援の提供のために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の主務省令

で定める便宜を供与することをいう。 

１４ この法律において「就労移行支援」とは、就労を希望する障害者及び通常の事業所に雇用

されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び

能力の向上のための支援を一時的に必要とするものにつき、主務省令で定める期間にわたり、

生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要

な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。 

１５ この法律において「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者

及び通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所で

の就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものにつき、就労の機

会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向



上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。 

１６ この法律において「就労定着支援」とは、就労に向けた支援として主務省令で定めるもの

を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、主務省令で定める期間にわたり、当

該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行

う者、医療機関その他の者との連絡調整その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。 

１７ この法律において「自立生活援助」とは、施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障

害者その他の主務省令で定める障害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問

題につき、主務省令で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、

当該障害者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の主務省令で定める援助を行

うことをいう。 

１８ この法律において「共同生活援助」とは、障害者につき、主として夜間において、共同生

活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助

を行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき、

当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談その他の主務省令で定める援助を行うこ

とをいう。 

１９ この法律において「相談支援」とは、基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をい

い、「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいい、「計画相談支援」とは、サー

ビス利用支援及び継続サービス利用支援をいい、「一般相談支援事業」とは、基本相談支援及び

地域相談支援のいずれも行う事業をいい、「特定相談支援事業」とは、基本相談支援及び計画相

談支援のいずれも行う事業をいう。 

２０ この法律において「基本相談支援」とは、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につ

き、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の

提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び第二十九条第二項に規定する指定障害福

祉サービス事業者等との連絡調整（サービス利用支援及び継続サービス利用支援に関するもの

を除く。）その他の主務省令で定める便宜を総合的に供与することをいう。 

２１ この法律において「地域移行支援」とは、障害者支援施設、のぞみの園若しくは第一項若

しくは第六項の主務省令で定める施設に入所している障害者又は精神科病院（精神科病院以外

の病院で精神病室が設けられているものを含む。第八十九条第七項において同じ。）に入院して

いる精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であ

って主務省令で定めるものにつき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活

動に関する相談その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。 

２２ この法律において「地域定着支援」とは、居宅において単身その他の主務省令で定める状

況において生活する障害者につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、当該障害者に対

し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の主務省令で定める場合に相談その他の便

宜を供与することをいう。 

２３ この法律において「サービス利用支援」とは、第二十条第一項若しくは第二十四条第一項

の申請に係る障害者等又は第五十一条の六第一項若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る

障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サ

ービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービ



ス又は地域相談支援の種類及び内容その他の主務省令で定める事項を定めた計画（以下「サー

ビス等利用計画案」という。）を作成し、第十九条第一項に規定する支給決定（次項において「支

給決定」という。）、第二十四条第二項に規定する支給決定の変更の決定（次項において「支給

決定の変更の決定」という。）、第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定（次項

において「地域相談支援給付決定」という。）又は第五十一条の九第二項に規定する地域相談支

援給付決定の変更の決定（次項において「地域相談支援給付決定の変更の決定」という。）（以

下「支給決定等」と総称する。）が行われた後に、第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サ

ービス事業者等、第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者その他の者（次

項において「関係者」という。）との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該支給決定

等に係る障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容、これを担当する者その他の主務

省令で定める事項を記載した計画（以下「サービス等利用計画」という。）を作成することをい

う。 

２４ この法律において「継続サービス利用支援」とは、第十九条第一項の規定により支給決定

を受けた障害者若しくは障害児の保護者（以下「支給決定障害者等」という。）又は第五十一条

の五第一項の規定により地域相談支援給付決定を受けた障害者（以下「地域相談支援給付決定

障害者」という。）が、第二十三条に規定する支給決定の有効期間又は第五十一条の八に規定す

る地域相談支援給付決定の有効期間内において継続して障害福祉サービス又は地域相談支援を

適切に利用することができるよう、当該支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に

係るサービス等利用計画（この項の規定により変更されたものを含む。以下同じ。）が適切であ

るかどうかにつき、主務省令で定める期間ごとに、当該支給決定障害者等の障害福祉サービス

又は当該地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援の利用状況を検証し、その結果及び当該

支給決定に係る障害者等又は当該地域相談支援給付決定に係る障害者の心身の状況、その置か

れている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用

に関する意向その他の事情を勘案し、サービス等利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、

次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。 

一 サービス等利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行う

こと。 

二 新たな支給決定若しくは地域相談支援給付決定又は支給決定の変更の決定若しくは地域相

談支援給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該支給決定等に係

る障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定等に係る申請の勧奨を行うこと。 

２５ この法律において「自立支援医療」とは、障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減

を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものを

いう。 

２６ この法律において「補装具」とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期

間にわたり継続して使用されるものその他の主務省令で定める基準に該当するものとして、義

肢、装具、車椅子その他の主務大臣が定めるものをいう。 

２７ この法律において「移動支援事業」とは、障害者等が円滑に外出することができるよう、

障害者等の移動を支援する事業をいう。 

２８ この法律において「地域活動支援センター」とは、障害者等を通わせ、創作的活動又は生



産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の主務省令で定める便宜を供与する施設をい

う。 

２９ この法律において「福祉ホーム」とは、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金

で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設をいう。 

 

（市町村の地域生活支援事業） 

第七十七条 市町村は、主務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる

事業を行うものとする。 

一 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行

う事業 

二 障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発的に行われる障害者等が自立した日常

生活及び社会生活を営むことができるようにするための活動に対する支援を行う事業 

三 障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、

障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言

その他の主務省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその

早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助

を行う事業（次号に掲げるものを除く。） 

四 障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められ

る障害者で成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利

用が困難であると認められるものにつき、当該費用のうち主務省令で定める費用を支給する

事業 

五 障害者に係る民法（明治二十九年法律第八十九号）に規定する後見、保佐及び補助の業務

を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う事業 

六 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等

その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、意思疎通支援（手話その他主務省

令で定める方法により当該障害者等とその他の者の意思疎通を支援することをいう。以下同

じ。）を行う者の派遣、日常生活上の便宜を図るための用具であって主務大臣が定めるものの

給付又は貸与その他の主務省令で定める便宜を供与する事業 

七 意思疎通支援を行う者を養成する事業 

八 移動支援事業 

九 障害者等につき、地域活動支援センターその他の主務省令で定める施設に通わせ、創作的

活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の主務省令で定める便宜を供与

する事業 

２ 都道府県は、市町村の地域生活支援事業の実施体制の整備の状況その他の地域の実情を勘案

して、関係市町村の意見を聴いて、当該市町村に代わって前項各号に掲げる事業の一部を行う

ことができる。 

３ 市町村は、第一項各号に掲げる事業のほか、地域において生活する障害者等及び地域におけ

る生活に移行することを希望する障害者等（以下この項において「地域生活障害者等」という。）



につき、地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにする

ため、次に掲げる事業を行うよう努めるものとする。 

一 障害の特性に起因して生じる緊急の事態その他の主務省令で定める事態に対処し、又は当

該事態に備えるため、地域生活障害者等、障害児（地域生活障害者等に該当するものに限る。

次号において同じ。）の保護者又は地域生活障害者等の介護を行う者からの相談に応じるとと

もに、地域生活障害者等を支援するための体制の確保その他の必要な措置について、指定障

害福祉サービス事業者等、医療機関、次条第一項に規定する基幹相談支援センターその他の

関係機関（次号及び次項において「関係機関」という。）との連携及び調整を行い、又はこれ

に併せて当該事態が生じたときにおける宿泊場所の一時的な提供その他の必要な支援を行う

事業 

二 関係機関と協力して、地域生活障害者等に対し、地域における自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるよう、障害福祉サービスの利用の体験又は居宅における自立した日

常生活若しくは社会生活の体験の機会を提供するとともに、これに伴う地域生活障害者等、

障害児の保護者又は地域生活障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供

及び助言を行い、併せて関係機関との連携及び調整を行う事業 

三 前二号に掲げる事業のほか、障害者等の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有す

る人材の育成及び確保その他の地域生活障害者等が地域において安心して自立した日常生活

又は社会生活を営むために必要な事業 

４ 市町村は、前項各号に掲げる事業を実施する場合には、これらの事業を効果的に実施するた

めに、地域生活支援拠点等（これらの事業を実施するために必要な機能を有する拠点又は複数

の関係機関が相互の有機的な連携の下でこれらの事業を実施する体制をいう。）を整備するもの

とする。 

５ 市町村は、第一項各号及び第三項各号に掲げる事業のほか、現に住居を求めている障害者に

つき低額な料金で福祉ホームその他の施設において当該施設の居室その他の設備を利用させ、

日常生活に必要な便宜を供与する事業その他の障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営

むために必要な事業を行うことができる。  



○個人情報の保護に関する法律 

 

（安全管理措置） 

第六十六条 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人

情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

２ 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人情報の

取扱いについて準用する。 

一 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務 

二 指定管理者（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十四条の二第三項に規

定する指定管理者をいう。） 公の施設（同法第二百四十四条第一項に規定する公の施設をい

う。）の管理の業務 

三 第五十八条第一項各号に掲げる者 法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの 

四 第五十八条第二項各号に掲げる者 同項各号に定める業務のうち法令に基づき行う業務で

あって政令で定めるもの 

五 前各号に掲げる者から当該各号に定める業務の委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）

を受けた者 当該委託を受けた業務 

 


